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Ⅰ 申請資格等（申請の形式的要件）審査
(1) 申請資格

申請日において、次に掲げる申請資格を有しないものは、失格とする。なお、確認
基準日は、当該申請のあった日とする。
ア 北海道内に事業所又は事務所を有する法人その他の団体であること
イ 道立施設の管理を目的として基本財産又は資本金等に出資又は出損を受けていな
いこと

(2) 欠格事項
次に掲げる欠格事項（北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例施行規則（平成16年北海道規則第125号。以下「指定手続条例施行規則」という。）
第５条各号に定めるものをいう。以下同じ。）に該当するものは、失格とする。なお、
確認基準日は、申請期間終了後、選定委員会において申請資格等審査（申請の形式的
な要件に係る審査）を行う日とする。

＜指定手続条例施行規則第５条＞
（欠格事項）
第５条 知事は、条例第４条に規定する申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請
者を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定しなければならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により道又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り
消され、その取消しの日から４年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）のうち次のいずれかに該
当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 道における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益
を得るために連合した者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人
(4) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人

ア 道の知事

イ 道議会の議員

(3) 負担金限度額
道が、指定期間における体育センターの指定管理業務に係る費用を負担するため、

指定管理者に支払う負担金は、総額で１,２２６，７６１，０００円を限度とする。
申請書に添付する収支計画書において、道が支払う負担金収入の総額が、記載され

ていない場合、又は上記の額を超えている場合は、失格とする。

(4) その他の形式的要件
申請日において、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

ア 申請者が体育センターについて複数の申請をしている場合
① 単独で申請した団体が、他のコンソーシアムの構成団体として申請した場合
② コンソーシアムとして申請した構成団体が、単独で、又は他のコンソーシアム
の構成員として申請した場合

イ 申請書類が、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
① 本公募要項に定める申請期間、提出先及び提出方法に適合していないもの
② 記載事項に不備があるもの
ａ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合していないもの
ｂ 記載すべき事項の一部が記載されていないもの
ｃ 虚偽の内容が記載されていることが判明したもの

Ⅱ 選定基準及び審査の項目
(1) 選定基準
ア 最適な候補者の選定は、次に掲げる選定基準（北海道公の施設に係る指定管理者
の指定手続等に関する条例（平成16年北海道条例第89号。以下「指定手続条例」と
いう。）第４条第１号から第４号までに規定するもの及び同条第５号の規定に基づ
き選定委員会の審議を経て定めるものをいう。以下同じ。）に基づき、総合的な審
査を実施して決定する。
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＜指定手続条例第４条＞
（選定）
第４条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体（申請資格を有するものに限る。
以下「申請者」という。）について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当
と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(１) 正当な理由がない限り住民が施設を利用することを拒まないものであること及び住民が施設を
利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。

(２) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(３) 業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。
(４) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(５) 前各号に掲げるもののほか、知事等が施設の性質又は目的に応じて定める基準

イ 体育センターの性質又は目的に応じて定める基準
指定手続条例第４条第５号の規定に基づき、体育センターの性質又は目的に応じ

て定める基準は、次のとおりとする。

① 地域（関係機関等）との具体的な連携内容について提案されていること。
② 利用者ニーズを踏まえたスポーツ教室等、体育・スポーツ振興のための事業の企
画・運営により、道民の健康増進・スポーツの振興に資することが期待できること。

(2) 審査項目
指定手続条例施行規則第４条の規定に基づき、選定基準ごとに定める具体的な審査

の項目（以下「審査項目」という。）は、Ⅲ(2)の必須審査項目及びⅢ(3)の加点審査
項目に係る審査項目の２種類とする。

Ⅲ 審査及び選定の方法
(1) 申請資格等審査

【表１】に掲げる申請資格等審査項目に掲げる要件を満たしているかどうかについ
て審査し、一つでも満たしていない項目があるときは、失格とする。

(2) 必須項目審査
申請の形式上の要件に適合していると判断した申請者を対象として、申請書類の内

容が、選定基準の適合状況を審査するに必要かつ十分な記載があること及び選定基準
に適合しているか否かについて、【表２】に示す必須項目ごとに審査し、一つでも満
たしていない項目があるときは、選定対象外とする。

(3) 加点項目審査
ア 審査項目・得点化

申請書類に記載された内容について、【表３】に示す加点項目ごとに、イに示す
評価方法により審査し、同表に示す配点に応じて得点化する。
なお、加点項目審査において審査する項目及び配点については、道が本事業に
対して申請者の創意工夫の発揮を期待する度合いを勘案して設定した。（つまり、
ここで審査項目として定めた事項は、道が申請者の創意工夫を期待しているもの
であり、配点を高く設定した審査項目は、より期待している趣旨である。）

イ 評価方法
可能な限り客観的に評価するため、各評価事項について、別記 ｢加点審査項目に
係る評価の視点｣ に基づき審査し、【表４】（評価方法）に示す方法により得点を
付与するものとする。
なお、得点化の際に生じた端数については、小数点以下第３位を四捨五入し、小
数点第２位までを有効数値とする。

(4) 最適な候補者の選定
選定委員会において、加点項目審査の結果に基づく順位付けを行った上で、選定委

員会運営要領（準則）第５条に定める方法により、最適な候補者を決定し、知事に報
告する。
知事は、選定委員会の報告を踏まえて最適な候補者を選定する。
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＜参考＞

指定管理者候補者決定までの事務の流れ

申 請 書 類 の 受 付

所管課

申請資格等（形式的要件）事前審査 ↓

事務局

（申請資格等審査結果報告）

《 指定管理者候補者選定委員会 》

○申請資格を有していない

○欠格事項に該当する 失

○複数の申請をしている

○負担金の上限額超過

○申請期間外の申請 格

○記載事項・添付書類不備

① 必 須 項 目 審 査

○必須項目を満たさない場合

選

② 加 点 項 目 審 査 定

対

③ 総合評価値の算定 象

○第２順位以下の場合 外

④ 最適な候補者の決定

（報 告）

知事による指定管理者候補者の決定
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【表１】申請資格等（形式的要件）審査に係る審査項目

申請資格等（形式的要件）審査項目

① 申請資格を有していること

② 欠格事項に該当していないこと

③ 複数の申請をしていないこと

④ 収支計画書に記載された負担金の総額が、公募要項に記載した上限額以下であること ＊注１

⑤ 申請書類が申請期間内に持参又は郵送により所定の提出先に提出されていること ＊注２

⑥ 申請書類の記載事項に不備がないこと

申 請 資 格 ｺﾝｿｰｼｱﾑ
単体

説 明 (構成員)

ｱ 団体であること。 法人であるかどうかは問わない。 ○ ○

ｲ 北海道内に事業所又は
本店や主たる営業所に限定しない。 ○ ○

事務所を有すること。 ＊注３

道立施設の管理を目的と 出資又は出捐金相当額を返戻している
ｳ して基本財産又は資本金 場合はこの限りではない｡
等に出資又は出捐を受け ○ ○
ていないこと｡

ｺﾝｿｰｼｱﾑ
欠 格 事 項 単体

(構成員)

ｱ 団体の責めに帰すべき事由により道又は他の地方公共団体から指定管 ○ ○
理者の指定を取り消され、その取消しの日から４年を経過しない団体

団体の役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）のうち
次のいずれかに該当する者がある団体
① 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を

ｲ 有しない者 ○ ○
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 道における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続
きを妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

ｳ 破産宣告を受けた法人又は清算法人 ○ ○

ｴ 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる
者の地位にある法人 ○ ○
① 道の知事
② 道議会の議員

注１ 指定期間内における利用料金収入見込額の総額を控除した額とする。

注２ 申請書類の補正等を求める場合は、申請期間内に、期間を定めて行います。

注３ コンソーシアムの場合は、コンソーシアムのすべての構成団体が申請資格を有し、欠格事項に

該当しないこととします｡
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【表２】必須項目審査に係る審査項目

選 定 基 準 必 須 審 査 項 目 適合状況
(主な審査資料)

① 正当な事由がない限り住民 【平等利用の確保】
が施設を利用することを拒ま ａ）利用の承認及び利用料金の額その他の利用
ないものであること及び住民 条件が、住民の利用を不当に拒否し、又は （業務計画書）
が施設を利用することについ 制限するものでないこと
て不当な差別的取り扱いをし
ないものであること。

② 業務計画書の内容が、施設 【法令等の遵守】
の効用を最大限に発揮させる ａ）関係法令及び設置条例等の趣旨及び規定に （業務計画書）
ものであること。 違反していないこと

【要求水準の充足】
ｂ）業務の細目ごとに要求水準を満たしている
ことが確認できること （業務計画書）

ｃ）利用者数等の見込みが、管理の目標に定め
る水準を満たしていること。

【安全確保等】
ｄ）施設全体に関する事故防止策を定めている

こと （業務計画書）
ｅ）利用者の安全確保のための定期的な巡回指

導及び点検等が行われること
【道全体として取り組むべき課題への対応】
ｆ）道の事務・事業に関する実行計画に掲げる （業務計画書）
「目標達成に向けた具体的な取組」の１～９
に示されている温室効果ガスの排出抑制に向
けた取組が確認できること

ｇ）ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した利用者
の利便性向上のための取組が確認できること

③ 業務計画書に沿った管理を 【維持管理業務実施体制の確立】
安定して行う人員、資産その ａ）責任と役割の分担、消防、警察、病院など
他の能力を有していること。 関係機関との緊急時の連絡体制を整備して （業務計画書）

いること
ｂ）要求水準に定める管理に必要な人員数を充

たしていること。
【資産及び財務の状況】
ｃ）過去１年間に著しい資産の減少又は収支の

悪化が認められないこと （財務関係資料）
ｄ）道税、消費税及び地方消費税の滞納がない

こと
【法令遵守能力等】
ｅ）団体の目的等が、公序良俗に反しないもの

であること 定款、
ｆ）役員等（法人でない団体にあっては、代表 寄付行為、

者）に禁固刑以上の刑に処され、その執行 役員名簿
を終えていないものがいないこと 誓約書等

ｇ）団体又は役員等が「暴力団員による不当な
行為の防止に関する法律」第2条第2号に規
定する暴力団員及びその利益となる活動を
行うもの、又は同法第2条第6号の暴力団員
に該当しないこと

ｈ）社会保険等の届出義務を履行していること (社会保険等届出
義務履行証明書
等)

④ 収支計画書の内容が、施設 【収支計画の妥当性】
の管理経費の縮減が図られる ａ）事業計画と収支計画が整合していること
ものであること。 ｂ）各種発生費用が市場価格と極端に乖離して 業務計画書

いないこと 収支計画書
ｃ）年度ごとの極端なキャッシュフロー変動や

資金不足がないこと

⑤ 前各号に掲げるもののほか、【地域との連携】
知事等が施設の性質又は目的 ａ）イベント開催時の交通規制の周知など、地
に応じて定める基準 域町内会等との連携方策が提案されている

こと
ア 地域（関係機関等）との具 ｂ）地域の体育・スポーツ活動等の事業開催等
体的な連携内容について提案 について、支援を行うこと 業務計画書
されていること。 【体育・スポーツ振興事業の実施】 収支計画書

イ 利用者ニーズを踏まえたス ｃ）利用者のニーズの把握に関する具体的な方

ポーツ教室等、体育・スポー 策が記載されていること
ツ振興のための事業の企画・ ｄ）体育・スポーツ振興に関するスポーツ教室
運営により、道民の健康増進 等の事業が記載されていること

・スポーツの振興に資するこ
とが期待できること。

※ 申請書類で確認できない事項については、ヒアリング等を実施して確認します。
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【表３】加点項目審査に係る審査項目及び配点表

審 査 項 目 配点

条 １ 正当な事由がない限り住民が施設を利用することを拒まないものである

例 こと及び住民が施設を利用することについて不当な差別的取り扱いをし 【5点】

第 ないものであること。

四

条 ①施設の利用に当たり、利用者の平等利用を確保できること。 (5点)

関

係 ２ 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 【20点】（

一 ① 利用促進の方策が有効かつ実効性のあるものであること。 (5点)

号

か ② 利用者の利便が図られ質の高いサービスの提供が期待できること。 (5点)

ら

四 ③ 管理運営の基本方針や運営面の方策が公の施設の目的、関係法令と (5点)

号 整合性が図られたものであること。）

④ 地域住民等との協働の視点による地域一体型の事業が期待できること。 (5点)

３ 業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有して
【20点】

いること。

① 業務遂行に必要な人員の配置及び技術･能力の育成等に関する計画等が
(10点)

適切であり、業務を安定して行う実施体制が確立されていること｡

② 業務処理を安定して行うために必要な知識､経験､ノウハウ等を有して
(8点)

おり､業務運営に活かすことが期待できること｡

③ ②に加え特に、公の施設に係る管理運営実績があり、高い水準での管 （2点）

理運営が期待できること。

４ 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。 【35点】

① 道が支払う管理費用の総額が安価であること。 (30点)

② 収支計画書の内容が適切であること｡ (5点)

第 ５ 施設の性質又は目的に応じて定める基準 【20点】

四

条 ① 地域（関係機関等）との具体的な連携内容について提案されていること。 (10点)

関

係 ② 利用者ニーズを踏まえたスポーツ教室等、体育・スポーツ振興のための
(10点)（

事業の企画・運営により、道民の健康増進・スポーツの振興に資すること

五 が期待できること。

号）

合 計 １００
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【表４】評価方法

定 加点項目に係る提案内容評価の意味合い（判断基準） 評価レベル 得点化方法

性 ○ 提案内容が、当該評価項目についての十分な理解・認識に

的 基づいていて、非常に的確である。
Ａ 配点×１

評 ○ 提案内容が有効性、合理性、具体性、斬新性、実現性の点で

価 非常に優れている。

項 ○ 提案内容が、当該評価項目についての十分な理解・ 認識に

目 基づいていて、的確である。
Ｂ 配点×0.75

に ○ 提案内容が、有効性、合理性、具体性、斬新性、実現性の点で

対 優れている。

す ○ 提案内容が、当該評価項目についての十分な理解・認識に

る 基づいていて、おおむね的確である。
Ｃ 配点×０.５

五 ○ 提案内容が有効性、合理性、具体性、斬新性、実現性の点で

段 おおむね水準を満たしている。

階 ○ 提案内容に当該評価項目についての理解・認識が認められる。

評 ○ 提案内容に有効性、合理性、具体性、斬新性、実現性があまり Ｄ 配点×0.25

価 認められない。

○ 当該評価項目についての理解・認識がなく、提案内容が

加点水準まで達していない。
Ｅ 配点×０

○ 提案内容に加点水準までの有効性、合理性、具体性、斬新性、

実現性が認められない。

価 ○ 申請者中、収支計画書の「道が支払う管理費用の総額（総支出額から利用料金収入を差し

格 引いた額（５ケ年の総額））が予定価格の範囲内で最低額の者を１位とし、配点を満度に

に 付与する。

対 ○ 他の申請者の得点は、以下のとおり、１位の価格（最低価格）との比率により算出する。

す （最低入札価格除算方式）

る

評 ＜算出例＞

価 配点が３０点の場合

Ａグループ ：道が支払う管理費用総額 ５０,０００千円（最低価格１番札）

得点 → ３０点×１.００＝３０点

Ｂグループ ：道が支払う管理費用総額 ５５,６００千円（２番札）

得点 → ３０点×５０,０００千円／５５,６００千円

＝ ２６.９７８点 ≒ ２６.９８点（小数点以下第３位四捨五入）
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